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1. ＴＰＰ特恵税率の適用が可能な１２カ国内の原産地
規則の統一（事業者の制度利用負担の緩和）

2. 輸出者，生産者又は輸入者自らが原産地証明書を
作成する制度の導入（貿易手続の円滑化）

3. 完全累積制度の実現

ＴＰＰ協定においては，複数の締約国において付加価値・加工
工程の足し上げを行い，原産性を判断する完全累積制度を採用。
日本が締約済みのＥＰＡにおいても，メキシコ，ペルー等で完全累
積制度を採用している。

ＴＰＰ協定 原産地規則章の概要
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自動車関連の品目別規則

１．自動車（完成車）

○ＴＰＰにおける原産地規則は，付加価値基準（控除方式で５５％又は純費用方
式で４５％）。ただし，特定の自動車部品７品目（注１）については，指定された工
程（注２）のうち，１つ以上の工程をＴＰＰ域内で行えば，原産材料と認められる。

２．自動車部品

○ＴＰＰにおける自動車部品の原産地規則は，関税分類変更基準と付加価値基
準（品目に応じ，控除方式で４５～５５％，積上げ方式で３５～４５％）の選択制
（※一部例外を除く。）

ただし，上記付加価値基準の計算上，当該自動車部品の材料は，指定された工
程（注２）のうち，１つ以上の工程をＴＰＰ域内で行えば，５～１０％を限度として，
原産材料と認められる。

（注１）強化ガラス，合わせガラス，車体（普通車用のもの），車体（貨物車等のもの），バンパー，ドア，
車軸

（注２）複雑な組立て，複雑な溶接，ダイキャスティング，射出成形，鍛造，熱処理（金属の焼戻し又
はガラスの熱成型を含む。），積層，切削，金属成形，ちゅう造，スタンピング（プレス成形を含む。）

（※）自動車用エンジンについては，関税分類変更基準が適用されず，付加価値基準のみとされて
いる。
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輸出者及び輸入者が，単一の窓口に
おいて，標準的な輸出入手続を電子
的に完了することができるよう努める

事前教示でスムーズな輸入通関

迅速な輸入通関で物流コスト削減
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日本企業の意見を締約国の規格に
反映する機会の拡大・認証コストの削減

ＷＴＯ・ＴＢＴ協定は，製品の生産工程又は生産方法（ラベ
ル等の表示に関する要件を含む。）等の規制を加盟国が
作成する場合の通報，透明性確保に関する手続を規定。

ＴＰＰ・ＴＢＴ章は，ＷＴＯの内容を維持しつつ，強制規格等
の立案・制定・適用の各段階でさらに透明性の向上を図
る規定を設けた。
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査証などの申請手続が迅速化

申請手続
出入国管理に関する文書の申請の受領後，できる限り速や
かに申請に関する決定を行い，申請者に通知する

情報の提供
ビジネス関係者の一時的な入国に関する最新の要件及び申
請が処理される標準的な期間を公表する

ビジネス関係者の一時的な入国に関する小委員会
ビジネス関係者の一時的な入国を一層円滑にする機会等に
ついて検討する
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参考資料
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労働者の基本的な権利を保護

ＴＰＰ協定の労働章では，各国が法律などにおいて
「１９９８年のＩＬＯ宣言」で示された労働者の基本的な

権利並びに最低賃金，労働時間並びに職業上の安全及
び健康に関する労働条件を採用・維持することを規定

＜１９９８年のＩＬＯ宣言における労働者の基本的な権利＞
① 結社の自由及び団体交渉権の実効的な承認
② あらゆる形態の強制労働の撤廃
③ 児童労働の実効的な廃止
④ 雇用及び職業に関する差別の撤廃
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環境分野に係るＴＰＰ協定の概要

主要条文の概要

締約国間の相互に補完的な貿易政策及び
環境政策の促進，環境法令の効果的な執行の促進

野生動植物の違法な採捕及び取引への対処

有害な漁業補助金の禁止
（禁止される補助金は日本には無い）
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中小企業の海外展開促進

ＴＰＰ協定では，中小企業章などに具体的な規定を置き，中小企業がＴＰ
Ｐ協定を積極的に活用しやすくなるよう工夫

① 中小企業章

中小企業に有益と考える情報を締約国のウェブサイトで分かりや
すい形で提供する

中小企業小委員会を設置し，中小企業がＴＰＰ協定による商業上
の機会を利用するための支援，セミナーなどによる情報提供を行
う

② 競争力及びビジネス円滑化章

中小企業の海外展開促進小委員会を設置し，ＴＰＰ域内のサプラ
イチェーンへの中小企業の参加を支援するため，専門家と共に能
力開発活動を行う

締約国の利害関係者が意見を提供する機会を与えるために適当
な仕組みを設ける

・ASEAN諸国を中心にこれまで１８か国・地域との経済連携協定（EPA）が発効済・署名済。
・発効済・署名済ＥＰＡ相手国との貿易が貿易総額に占める割合は３７．３％。（米：４７．４％，韓：６２．５％，ＥＵ：

３０．７％）

・発効済・署名済ＥＰＡに加えて交渉中ＥＰＡ相手国との貿易が貿易総額に占める割合は８４．６％。
［参考］『日本再興戦略』では２０１８年までにＦＴＡ比率を７０％に引き上げることを政策目標として掲げている。

日本の貿易総額に占める国・地域の
貿易額の割合（小数点第３位四捨五入）

※GCC: 湾岸協力理事会(Gulf Cooperation Council)
（アラブ首長国連邦，バーレーン，サウジアラビア，オマーン，カタール，クウェート）

出典 ： 財務省貿易統計（２０１５年３月），ただし，米，韓，EUについて
は，IMF Direction of Trade Statistics (２０１５年４月) 
（各国の貿易額の割合については，小数点第３位四捨五入）

発効済＋署名済

交渉中

： 計 37.3%

※韓国は２００４年１１月から交渉が中断、GCCは２０１０年から交渉を
延期
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ご清聴有り難うございました。
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